
　10月８～９日、山形県総合運動公園などを会場に、第69回勤労者体育祭山形県大会を開催し、各地区代表計61チー
ム、約500名が参加しました。時折雨が降る中での開催となりましたが、選手・スタッフのご協力により全日程を終
了することができました。� 各競技結果は次ページのとおりです☞

　３団体主催（連合山形、東北労働金庫山形県本部、山形県労福協）による「第13回ふれ愛チャリティーゴルフ大
会」を９月17日（土）に山形ゴルフ倶楽部にて開催しました。地区予選会を勝ち上がった地区代表チームをはじめ、
労福事業団体や労働団体から合計88名が参加し親睦をはかることができました。　
　団体戦では西村山地区が２年連続４回目の優勝を果たし、個人戦も西村山地区の矢萩友也さんが優勝しました。な
お、今大会で募ったチャリティー金は、ふれ愛募金会に寄付し、障がい者の方々の社会参加や福祉施設の環境整備な
どに役立てていただきます。
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団体戦
順位 団 体 名　　　（メンバー） NET計

優　勝 西村山地区（矢萩、堀、大江、真田） 288.8
準優勝 田川地区　（佐藤、石橋、安達、橋本） 292.8
三　位 米沢地区　（遠藤、星野、加藤、鈴木） 294.2

個人戦
順位 氏　名 （団体名） NET

優　勝 矢萩友也（西村山地区） 69.6
準優勝 辻　　壮（天童地区） 69.8
三　位 堀　浩司（西村山地区） 69.8
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　 軟式野球
開催日　10月 8日㈯、9日㈰
会　場　県総合運動公園野球場

■ 硬式卓球
開催日　10月 8日㈯
会　場　県総合運動公園サブアリーナ

優勝　山形市消防本部

優勝　東北電労

順 位 チーム名
優　勝 山形市消防本部（東南村山）
準優勝 ＲＳＰＴ／米沢（東南置賜）
第３位 最上広域消防本部（最上）

〃 日東ベスト（西村山）

順 位 チーム名
優　勝 東北電労（東南村山）
準優勝 県職労Ｂ（東南村山）
第３位 県職労Ａ（東南村山）

〃 チーム晃大（東南置賜）

予選リーグ　　　　　　　　　　　決勝トーナメント
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■ ボウリング
開催日　10月 8日㈯　　会場　山形ファミリーボウル

■ ソフトボール
開催日　10月 8日㈯　　会場　県総合運動公園運動広場

優勝　酒田市役所Ａ

■ ソフトバレーボール
開催日　10月 8日㈯　　会場　酒田市勤労者体育センター

優勝　ＪＡ庄内みどり

優勝　東北エプソン

順 位 チーム名
優　勝 酒田市役所Ａ（飽海）
準優勝 第一貨物エレファンツ（東南村山）
第３位 山形さくら町病院（東南村山）

順 位 チーム名
優　勝 ＪＡ庄内みどり　（飽海）
準優勝 フジタックイースト　（西村山）
第３位 日立建機カミーノ労組　（北村山）

〃 置賜総合病院労組長井病院分会（西置賜）

順 位 チーム名
優　勝 東北エプソン【男】（飽海）
準優勝 酒田市職労　（飽海）
第３位 山形市職労　（東南村山）

予選３試合＆決勝２試合の結果



　北部労福協主催「第３回労働者自主福祉運動の理念・歴史
講座」が９月14～15日に福島市内にて開催され、山形県内か
らも地区労福協役員や労福事業団体職員ら計10名が参加しま
した。
　講座は、「労働者自主福祉運動の理念・課題」など３講演
と、分散会形式で「労働者自主福祉運動の推進と課題」につ
いて意見交換を行いました。

　県内の学生・若年者への労働関係制度の周
知・啓発を目的に、基本的な労働関係制度を
まとめた「労働ハンドブック2016年度版」を、
県内の高校生や専門学生等に約12,000部を無
償配布中です。

労働ハンドブック2016年度版
ダウンロードはこちらから
（山形県労福協ホームページ内）

講演の様子

労働者福祉運動の理念・歴史を学ぶ
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労働ハンドブックを高校生等に配布

労働ハンドブックの一部



生活なんでも相談 Q&A
隣地の雑草が伸び放題で困っています
　我が家の隣地は田んぼを埋立てた更地です
が、所有者が草刈りを一切しないため、背丈

ほどの雑草が生えています。その雑草は、我が家の敷
地まではみ出してくる状態でとても困っています。
　所有者に「雑草を除去してほしい」と何度もお願い
していますが埒があきません。
　法的に隣地の雑草を除去する方法はありますか？

　隣地の雑草が繁茂し隣家が迷惑を受けて
いる事例に直接対応できる法律上の規定は
見当たりません。民法第233条1項は『隣

地の竹木の枝が境界を越えた時、竹木の所有者にその
枝を切除させることができる』とありますが、本問の

事例に対応しません。
　しかし、実際は隣地の雑草
の繁茂によって隣家の居住者
が色々迷惑を被っているのが現実でしょう。
　雑草のために蚊や蜂などが発生し、隣家にそれらが
侵入し、生活上の迷惑を被っている場合のある事が珍
しくありません。その場合、雑草の刈り取りを請求で
きるのが当然と思うのが常識ですが、これを認める法
律規定がないのです。
　しかし、上記のことから損害を受けた場合、賠償請
求ができることは当然のことですが、解決方法として
はなんともまわりくどいです。当事者の互譲と条理に
基づいて解決をはかることを目的とした民事調停を申
立ててみるのも一つの方法と思います。

親が自己破産した場合の影響について
　私は60代の父親とアパートで２人暮らし
をしています。父には数百万円の借金があり

ます。これまでは父自身の給与で返済していましたが、
退職し年金生活となった今、返済が困難な状況のよう
です。
　借金は全て父名義の無担保ローンで、私は保証人に
もなっていません。父が作った借金なので、私は肩代
わりしたくありませんし、その経済的余裕もありませ
ん。父は弁護士に相談し、自己破産する方向で話が進
んでいるようです。
　同居する父が自己破産した場合、私にも何か影響は
及ぶでしょうか？

　同居の父が破産した場合、社会生活上、
彼の父は破産者だなどという風評被害があ
るかもしれませんが、法的には何の影響も

ありません。もっとも債権者が高利の悪名高い町の金
融業者などの場合には「親の借金は子に支払義務があ
る」と言って、強力に保証や支払いを求めてくること
もあるかもしれませんが、絶対に支払ったり、保証人
になったりしないことです。
　親子はもちろん、夫婦、兄弟でもそれぞれ個人が法
的な権利、義務の主体者です。親子、兄弟、夫婦とい
う身分関係の存在自体から連帯責任が発生するという
法体系になっていないのです。
　親が死亡し相続が開始した場合、親の債務を子が相
続し責任を負う場合がありますが、本問はこれと次元
を異にします。

Q．

Q．

A．

A．

〈回答：設楽作巳弁護士〉
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